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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定し、前記
単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規
則に従って適用するフィルタ係数を設定する処理部、
を備える、装置。
【請求項２】
　前記処理部は、プロトタイプフィルタを周波数軸上の所定位置から所定間隔でサンプリ
ングした値を前記フィルタ係数として設定し、
　前記所定位置は、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数で
あるかに応じて異なる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数の場合の前記所定位置は、デフォ
ルトの位置にオフセットを加えた位置である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記オフセットは、サブキャリア周波数をサブシンボルの数の倍数で割った値に相当す
る、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記オフセットは、サンプル周波数の１／２に相当する、請求項３に記載の装置。
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【請求項６】
　前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が奇数の場合の前記所定位置は、デフォ
ルトの位置である、請求項２～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記デフォルトの位置は、サンプリング角周波数の周期開始位置である、請求項３～６
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記処理部は、周波数ドメインでアップサンプリングを適用し、前記アップサンプリン
グより後に前記フィルタ係数を用いてフィルタリングする、請求項１～７のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項９】
　前記アップサンプリングでのオーバーサンプル比は２である、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定され送信
された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って設定する処理部、
を備える、装置。
【請求項１１】
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定し、前記
単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規
則に従って適用するフィルタ係数をプロセッサにより設定すること、
を含む方法。
【請求項１２】
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定され送信
された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従ってプロセッサにより設定すること、
を含む方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定し、前記
単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規
則に従って適用するフィルタ係数を設定する処理部、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータを、
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定され送信
された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って設定する処理部、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、装置、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、マルチキャリア変調技術（即ち、多重技術又はマルチアクセス技術）の代表とし
て、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing：直交周波数分割多重)
、及びＯＦＤＭＡ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiple　Access：直交周波数
分割多元接続)が、多様な無線システムで実用化されている。実用例としては、ディジタ
ル放送、無線ＬＡＮ、及びセルラーシステムが挙げられる。ＯＦＤＭは、マルチパス伝搬
路に対する耐性があり、ＣＰ（Cyclic　Prefix：サイクリックプリフィックス）を採用す
ることで、マルチパス遅延波に起因するシンボル間干渉の発生を回避することが可能であ
る。一方で、ＯＦＤＭの欠点として、帯域外輻射のレベルが大きい点が挙げられる。また
、ＰＡＰＲ（Peak-to-Average　Power　Ratio：ピーク対平均電力比）が高くなる傾向が
あり、送受信装置で発生する歪に弱いことも、欠点として挙げられる。
【０００３】
　このようなＯＦＤＭの欠点である帯域外輻射を抑制可能な、新たな変調技術が登場して
いる。本変調技術は、サブシンボルという新たな概念を導入し、１シンボルを任意の個数
のサブシンボルに分割することで、柔軟なシンボルの時間及び周波数の設計を行うことが
可能である。また、本変調技術は、シンボルに対しパルス整形フィルタ（Pulse　Shape　
Filter）を適用して波形整形することによって、帯域外の不要信号の輻射を低減すること
ができ、周波数利用効率の向上が期待される。さらに、本変調技術は、サブシンボルの導
入により柔軟なリソース設定が可能となるので、今後求められるであろう多様性に対する
実現手段となる。
【０００４】
　本変調技術の呼び名については、ＵＦ－ＯＦＤＭ（Universal　Filtered-OFDM）、ＵＦ
ＭＣ（Universal　Filtered　Multi-Carrier）、ＦＢＭＣ（Filter　Bank　Multi-Carrie
r）、ＧＯＦＤＭ（Generalized　OFDM）など、多様に存在する。とりわけ、本変調技術は
、一般化されたＯＦＤＭであるとも言えることから、ＧＦＤＭ（Generalized　Frequency
　Division　Multiplexing）とも称される場合があり、本明細書ではこの名称を採用する
。ＧＦＤＭに関する基本的な技術については、例えば下記特許文献１及び非特許文献１に
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０１８９１３２Ａ１号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｎ．　Ｍｉｃｈａｉｌｏｗ，　ｅｔ　ａｌ．，　“Ｇｅｎｅｒａｌｉｚ
ｅｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ｆｏｒ　５
ｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ，”　ＩＥＥＥ　Ｔ
ｒａｎｓ．　Ｃｏｍｍｕｎ．，　ｖｏｌ．６２，　ｎｏ．９，　Ｓｅｐｔ．　２０１４．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＧＦＤＭでは、サブシンボル長の設定及びサブキャリア周波数の設定、即ち単位リソー
スにおけるサブシンボル数及びサブキャリア数の設定は柔軟に設定可能である。しかしな
がら、受信側での復調を成功させるために、実質的にはこのリソース設定に制限が掛けら
れる場合があった。そのため、リソース設定の制限を解除しても受信側での復調を成功さ
せることが可能な仕組みが提供されることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単
位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可
変に設定し、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるか
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に応じた異なる規則に従って適用するフィルタ係数を設定する処理部、を備える、装置が
提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから
成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれ
かが可変に設定され送信された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含ま
れるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って設定する
処理部、を備える、装置が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから
成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれ
かを可変に設定し、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数で
あるかに応じた異なる規則に従って適用するフィルタ係数をプロセッサにより設定するこ
と、を含む方法が提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから
成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれ
かが可変に設定され送信された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含ま
れるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従ってプロセッ
サにより設定すること、を含む方法が提供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、コンピュータを、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上の
サブシンボルから成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の
少なくともいずれかを可変に設定し、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶
数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って適用するフィルタ係数を設定する処
理部、として機能させるためのプログラムが提供される。
【００１３】
　また、本開示によれば、コンピュータを、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上の
サブシンボルから成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の
少なくともいずれかが可変に設定され送信された信号に適用するフィルタ係数を、前記単
位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則
に従って設定する処理部、として機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、リソース設定の制限を解除しても受信側での復調
を成功させることが可能な仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なも
のではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいず
れかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ＧＦＤＭに関する技術を説明するための説明図である。
【図２】ＧＦＤＭに関する技術を説明するための説明図である。
【図３】ＧＦＤＭに関する技術を説明するための説明図である。
【図４】本実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。
【図５】本実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。
【図６】本実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図７】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である。
【図８】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である。
【図９】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である。
【図１０】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
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。
【図１１】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１２】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１３】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１４】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１５】本実施形態に係る送信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１６】本実施形態に係る受信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１７】本実施形態に係る受信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１８】本実施形態に係る受信処理に関する技術的特徴を説明するための説明図である
。
【図１９】本実施形態に係るシミュレーション結果を説明するための説明図である。
【図２０】本実施形態に係るシミュレーション結果を説明するための説明図である。
【図２１】本実施形態に係るシミュレーション結果を説明するための説明図である。
【図２２】ｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブロック図である。
【図２３】ｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブロック図である。
【図２４】スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図２５】カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符
号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機
能構成を有する複数の要素を、必要に応じて端末装置２００Ａ、２００Ｂ及び２００Ｃの
ように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別
する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置２００Ａ、２００Ｂ及び
２００Ｃを特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置２００と称する。
【００１８】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　　１．はじめに
　　　１．１．ＧＦＤＭ
　　　１．２．技術的課題
　　２．システムの概略的な構成
　　３．各装置の構成
　　　３．１．基地局の構成
　　　３．２．端末装置の構成
　　４．技術的特徴
　　　４．１．送信処理
　　　４．２．受信処理
　　５．シミュレーション結果
　　６．応用例
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　　７．まとめ
【００１９】
　＜＜１．はじめに＞＞
　　＜１．１．ＧＦＤＭ＞
　まず、図１～図３を参照して、ＧＦＤＭについて説明する。
【００２０】
　図１は、ＧＦＤＭにおけるシンボルの概念を説明するための説明図である。符号１０は
、ＯＦＤＭの１シンボル当たりの無線リソースを示している。符号１０に示した無線リソ
ースは、１シンボル区間が単一のシンボルで占有されている一方で、周波数方向に多数の
サブキャリアを含む。また、ＯＦＤＭでは、シンボル毎にＣＰが付加される。符号１２は
、ＳＣ－ＦＤＭ（Single　Carrier　Frequency　Division　Multiplexing）信号における
、ＯＦＤＭの１シンボルに相当する区間の無線リソースを示している。符号１２に示した
無線リソースは、キャリア周波数に渡って単一のシンボルで専有されている一方で、シン
ボル長はＯＦＤＭと比較して短く、時間方向に多数のシンボルを含む。符号１１は、ＧＦ
ＤＭにおける、ＯＦＤＭの１シンボルに相当する区間の無線リソースを示している。符号
１１に示した無線リソースは、符号１０に示した無線リソースと符号１２に示した無線リ
ソースとの中間の構造を有する。すなわち、ＧＦＤＭでは、ＯＦＤＭの１シンボルに相当
する区間が任意の数のサブシンボルに分割され、それに伴いサブキャリア数がＯＦＤＭよ
りも少なくなる。このような無線リソースの構造は、パラメータによるシンボル長の変更
を可能とし、より柔軟性に富んだ送信フォーマットを提供可能である。
【００２１】
　図２は、ＧＦＤＭをサポートする送信装置の構成例の一例を示す図である。まず、デー
タが入力されると、送信装置は、可変に設定されたサブキャリア数及びサブシンボル数に
対応するフィルタリングを適用するために、入力データのマッピングを行う。なお、ここ
でのサブシンボルに対するマッピングは、ＯＦＤＭに比べて、オーバーサンプリングを施
すことと等価の効果を有する。次いで、送信装置は、所定数のサブキャリア及び所定数の
サブシンボルに対してパルス整形フィルタを適用する（より具体的には、所定のフィルタ
係数を乗じる）。そして、送信装置は、パルス整形後の波形を周波数－時間変換してシン
ボルを生成する。最後に、送信装置は、ＣＰを追加し、ＤＡＣ（Digital　to　Analog　C
onverter）を適用してＲＦ（Radio　Frequency）信号を高周波回路へ出力する。
【００２２】
　ここで、ＧＦＤＭ変調は次式により表現される。
【００２３】
【数１】

【００２４】
【数２】

【００２５】
　ただし、Ｋはサブキャリア数であり、Ｍはサブシンボル数であり、ｄｋ，ｍ、はｋ番目
のサブキャリアのｍ番目のサブシンボルに対応する入力データであり、ｘ［ｎ］はＮ＝Ｋ
Ｍ個の出力データのｎ番目の値であり、ｇｋ，ｍ［ｎ］はフィルタの係数である。
【００２６】
　ＧＦＤＭシンボルのｎ番目の出力サンプル値ｘ［ｎ］は、マッピングされた入力データ
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に対応するＧＦＤＭ係数をそれぞれ掛け合わせたのち、それらすべての和をとったもので
ある。ｎが０からＮまで変化するとき、フィルタ係数は上記数式（２）に従って変化し、
１シンボルあたり合計Ｎ個のサンプル値が得られる。この結果、サブシンボルに対してＫ
倍にオーバーサンプリングされた時間波形のサンプル値が生成される。この場合、Ｍ個の
サブシンボルに対してＫ倍、すなわちＫＭ＝Ｎ個の出力値が得られる。送信装置は、この
ようにして得られたＧＦＤＭシンボルをＤ／Ａ変換し、高周波回路により所望の増幅及び
周波数変換を施した後、アンテナから送信する。
【００２７】
　なお、パルス整形フィルタとしては、例えば、ＲＣフィルタ（Raised　Cosine　Filter
)、ＲＲＣフィルタ（Root　Raised　Cosine　Filter)又はＩＯＴＡフィルタ（Isotropic
　Orthogonal　Transfer　Algorithm　filter）等が採用され得る。
【００２８】
　上記定式化したＧＦＤＭ変調における、入力データ（ベクトル）と出力データ（ベクト
ル）との関係を、次式のように行列Ａで表す。
【００２９】
【数３】

【００３０】
　この変換行列Ａは、サイズがＫＭ＊ＫＭの、複素数の要素を持つ正方行列である。図３
に、変換行列Ａの要素（即ち、フィルタ係数）の振幅値（絶対値）をプロットした図を示
す。本図は、Ｋ＝４とし、Ｍ＝７とし、波形整形のプロトタイプフィルタとしてＲＣフィ
ルタ（α＝０．４）を採用した場合を示している。
【００３１】
　なお、本明細書では、サブシンボル数とは、単位リソース（例えば、図１に示した無線
リソース）に含まれるサブシンボル数である。また、サブキャリア数とは、単位リソース
に含まれるサブキャリアの数である。
【００３２】
　ＧＦＤＭ変調の実装方法のひとつに、周波数ドメインＧＦＤＭがある。周波数ドメイン
ＧＦＤＭとは、入力データを周波数ドメインに変換した後に、周波数ドメインでパルス整
形フィルタを適用し、その後サブキャリアへのマッピングを行う変調方法である。本変調
方法では、ＧＦＤＭ変調処理に関わる行列が多くの要素がゼロである行列となる上、ドメ
イン変換にＦＦＴ（Fast　Fourier　Transform）及びＩＦＦＴ（Inverse　FFT）といった
高速な演算処理を利用することが可能となる。よって、送信装置は、少ない計算量でＧＦ
ＤＭ変調を行うことが可能である。受信装置に関しても同様の利点がある。なお、周波数
ドメインＧＦＤＭの詳細な説明は、例えば「Ｎ．　Ｍｉｃｈａｉｌｏｗ　ｅｔ　ａｌ．，
　“Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ：　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ａｎ　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉ－
Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｆｏｒ　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｃｅ
ｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，”　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐ
ｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
（ＩＳＷＣＳ），　２０１２．」に詳しく開示されている。
【００３３】
　周波数ドメインＧＦＤＭでは、上記数式（１）が下記数式（４）に、上記数式（２）が
下記数式（５）に、それぞれ変形される。
【００３４】

【数４】
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【００３５】
【数５】

【００３６】
　なお、上記数式（４）における「＊」は、周期ＫＭでの巡回畳み込みを表している。ま
た、上記数式（４）は、ｋ番目のサブキャリア成分を表している。また、上記数式（５）
は、このようなサブキャリア成分を所定の帯域内にＫ個マッピングすることを表している
。
【００３７】
　上記数式（４）は、ＦＦＴによる時間ドメインから周波数ドメインへの変換、及びＩＦ
ＦＴによる周波数ドメインから時間ドメインへの変換を加味すると、次式のように変形さ
れる。
【００３８】

【数６】

【００３９】
　上記数式（６）は、周波数ドメインにおいてパルス整形フィルタの適用が行われること
を表している。
【００４０】
　　＜１．２．技術的課題＞
　ＧＦＤＭにおいては、単位リソースにおけるサブシンボル数及びサブキャリア数がとも
に偶数である場合、変換行列Ａが正則にならず、逆行列を持たないため、受信側において
ゼロフォーシングによる復調が困難になるという問題があることが指摘されている。かか
る問題は、例えば上記非特許文献１及び「Ｍ．　Ｍａｔｔｈｅ　ｅｔ　ａｌ．，　“Ｇｅ
ｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ　ｉｎ　ａ　Ｇａｂｏｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ｓｅｔｔｉｎｇ，”　ＩＥＥＥ　ＣＯ
ＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＬＥＴＴＥＲＳ，　ｖｏｌ．　１８，　ｎｏ．　８，　Ａｕｇ
　２０１４．」において指摘されている。
【００４１】
　さらに、単位リソースにおけるサブシンボル数が偶数でありサブキャリア数が奇数の場
合、変換行列Ａは受信側での復調が可能なフルランクにはなるものの、その復調データに
は著しいビットエラーレートの劣化が生じるという問題がある。
【００４２】
　このように、受信側で逆行列を用いた復調を可能とし、且つビットエラーレートの著し
い劣化防止を可能とするためには、即ち受信側での復調を成功させるためには、単位リソ
ースにおけるサブシンボル数を奇数に設定するという制限が課されていた。そこで、本実
施形態では、サブシンボル数が奇数であっても、受信側の復調を成功させるための仕組み
を提供する。
【００４３】
　＜＜２．システムの概略的な構成＞＞
　続いて、図４を参照して、本開示の一実施形態に係るシステム１の概略的な構成を説明
する。図４は、本開示の一実施形態に係るシステム１の概略的な構成の一例を示す説明図
である。図４を参照すると、システム１は、基地局１００及び端末装置２００を含む。こ
こでは、端末装置２００は、ユーザとも呼ばれる。当該ユーザは、ユーザ機器（User　Eq
uipment：ＵＥ）とも呼ばれ得る。ここでのＵＥは、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａにおいて定義
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されているＵＥであってもよく、より一般的に通信機器を意味してもよい。
【００４４】
　（１）基地局１００
　基地局１００は、セルラーシステム（又は移動体通信システム）の基地局である。基地
局１００は、基地局１００のセル１０１内に位置する端末装置（例えば、端末装置２００
）との無線通信を行う。例えば、基地局１００は、端末装置へのダウンリンク信号を送信
し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
【００４５】
　（２）端末装置２００
　端末装置２００は、セルラーシステム（又は移動体通信システム）において通信可能で
ある。端末装置２００は、セルラーシステムの基地局（例えば、基地局１００）との無線
通信を行う。例えば、端末装置２００は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地
局へのアップリンク信号を送信する。
【００４６】
　（３）多重化／多元接続
　とりわけ本開示の一実施形態では、基地局１００は、直交多元接続／非直交多元接続に
より、複数の端末装置との無線通信を行う。より具体的には、基地局１００は、ＧＦＤＭ
を用いた多重化／多元接続により、複数の端末装置２００との無線通信を行う。
【００４７】
　例えば、基地局１００は、ダウンリンクにおいて、ＧＦＤＭを用いた多重化／多元接続
により、複数の端末装置２００との無線通信を行う。より具体的には、例えば、基地局１
００は、複数の端末装置２００への信号を、ＧＦＤＭを用いて多重化する。この場合に、
例えば、端末装置２００は、所望信号（即ち、端末装置２００への信号）を含む多重化信
号から、干渉として１つ以上の他の信号を除去し、上記所望信号を復号する。
【００４８】
　なお、基地局１００は、ダウンリンクの代わりに、又はダウンリンクとともに、アップ
リンクにおいて、ＧＦＤＭを用いた多重化／多元接続により、複数の端末装置との無線通
信を行ってもよい。この場合に、基地局１００は、当該複数の端末装置により送信される
信号を含む多重化信号から、当該信号の各々を復号してもよい。
【００４９】
　（４）補足
　本技術は、ＨｅｔＮｅｔ（Heterogeneous　Network）又はＳＣＥ（Small　Cell　Enhan
cement）などのマルチセルシステムにおいても適用可能である。また、本技術は、ＭＴＣ
装置及びＩｏＴ装置等に関しても適用可能である。
【００５０】
　＜＜３．各装置の構成＞＞
　続いて、図５及び図６を参照して、本開示の実施形態に係る基地局１００及び端末装置
２００の構成を説明する。
【００５１】
　　＜３．１．基地局の構成＞
　まず、図５を参照して、本開示の一実施形態に係る基地局１００の構成の一例を説明す
る。図５は、本開示の一実施形態に係る基地局１００の構成の一例を示すブロック図であ
る。図５を参照すると、基地局１００は、アンテナ部１１０、無線通信部１２０、ネット
ワーク通信部１３０、記憶部１４０及び処理部１５０を備える。
【００５２】
　（１）アンテナ部１１０
　アンテナ部１１０は、無線通信部１２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部１１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部１
２０へ出力する。
【００５３】
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　（２）無線通信部１２０
　無線通信部１２０は、信号を送受信する。例えば、無線通信部１２０は、端末装置への
ダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
【００５４】
　（３）ネットワーク通信部１３０
　ネットワーク通信部１３０は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部１３０
は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他の
ノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
【００５５】
　（４）記憶部１４０
　記憶部１４０は、基地局１００の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に
又は恒久的に記憶する。
【００５６】
　（５）処理部１５０
　処理部１５０は、基地局１００の様々な機能を提供する。処理部１５０は、送信処理部
１５１及びフィルタ設定部１５３を含む。なお、処理部１５０は、これらの構成要素以外
の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部１５０は、これらの構成要素の動作以外
の動作も行い得る。
【００５７】
　送信処理部１５１及びフィルタ設定部１５３の機能は、後に詳細に説明する。
【００５８】
　　＜３．２．端末装置の構成＞
　まず、図６を参照して、本開示の一実施形態に係る端末装置２００の構成の一例を説明
する。図６は、本開示の一実施形態に係る端末装置２００の構成の一例を示すブロック図
である。図６を参照すると、端末装置２００は、アンテナ部２１０、無線通信部２２０、
記憶部２３０及び処理部２４０を備える。
【００５９】
　（１）アンテナ部２１０
　アンテナ部２１０は、無線通信部２２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部２１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部２
２０へ出力する。
【００６０】
　（２）無線通信部２２０
　無線通信部２２０は、信号を送受信する。例えば、無線通信部２２０は、基地局からの
ダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
【００６１】
　（３）記憶部２３０
　記憶部２３０は、端末装置２００の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的
に又は恒久的に記憶する。
【００６２】
　（４）処理部２４０
　処理部２４０は、端末装置２００の様々な機能を提供する。処理部２４０は、受信処理
部２４１及びフィルタ設定部２４３を含む。なお、処理部２４０は、この構成要素以外の
他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部２４０は、この構成要素の動作以外の動作
も行い得る。
【００６３】
　受信処理部２４１及びフィルタ設定部２４３の機能は、後に詳細に説明する。
【００６４】
　＜＜４．技術的特徴＞＞
　以下では、基地局１００が送信装置であり、端末装置２００が受信装置であるものとし
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て、本実施形態の技術的特徴を説明する。
【００６５】
　　＜４．１．送信処理＞
　まず、図７～図１５を参照して、送信処理に関する技術的特徴を説明する。
【００６６】
　　（１）送信装置の構成例
　基地局１００（例えば、送信処理部１５１）は、ＧＦＤＭ変調を行う。即ち、基地局１
００は、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソース
に含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定す
る。そして、基地局１００は、サブキャリアごとにパルス整形フィルタによるフィルタリ
ングを行う（即ち、フィルタ係数を乗算する）。
【００６７】
　とりわけ、本実施形態に係る基地局１００は、周波数ドメインＧＦＤＭの枠組みにおい
て、ＧＦＤＭ変調を行う。即ち、基地局１００は、周波数ドメインでアップサンプリング
を適用し、このアップサンプリングより後にフィルタ係数を用いてフィルタリングする。
これにより、少ない計算量でＧＦＤＭ変調を行うことが可能となる。
【００６８】
　以下、図７及び図８を参照しながら、周波数ドメインＧＦＤＭの枠組みにおいて行われ
る、ＧＦＤＭ変調を伴う送信処理について説明する。
【００６９】
　図７は、本実施形態に係る送信装置（即ち、基地局１００）の構成の一例を示すブロッ
ク図である。図７では、ＭＩＭＯ（multiple-input　and　multiple-output）の場合の構
成例を示している。図７に示すように、送信装置は、多重する送信データごとに、ＦＥＣ
（Forward　Error　Correction）符号化、レートマッチング、スクランブリング、インタ
リービング及びビット列からシンボル（例えば、複素シンボルであってもよく、信号点と
も称され得る）へのマッピング（Constellation　Mapping）を行う。次いで、送信装置は
、送信レイヤマッピングにより多重化して、多重化信号ごとにプリコーディングを行う。
この後の処理は、多重化信号ごとに行われる。送信装置は、各々の多重化信号についてＧ
ＦＤＭ変調を行い、アナログＦＥ（Front　End）による信号処理を行って、アンテナから
無線信号を送信する。
【００７０】
　なお、アナログＦＥは無線通信部１２０に相当してもよく、アンテナはアンテナ部１１
０に相当してもよく、その他の構成要素は処理部１５０に相当してもよい。もちろん、そ
の他の任意の対応関係も許容される。
【００７１】
　続いて、図８を参照して、図７に示したＧＦＤＭ変調器について詳細に説明する。
【００７２】
　図８は、周波数ドメインＧＦＤＭにおけるＧＦＤＭ変調器の構成の一例を示すブロック
図である。図８に示すように、ＧＦＤＭ変調器は、入力信号をサブキャリア数Ｋ個に分割
して、それぞれＭ個の複素信号とした上で、それぞれにＦＦＴを適用して周波数ドメイン
に変換する。次いで、ＧＦＤＭ変換器は、各々の周波数ドメインの信号にアップサンプリ
ングを適用し、パルス整形フィルタを適用する。パルス整形フィルタのフィルタ係数の設
定については、後に詳しく説明する。典型的な周波数ドメインＧＦＤＭでは、アップサン
プリング比は２であり、パルス整形フィルタには、ＲＣフィルタあるいはＲＲＣフィルタ
が使用される。もちろん、アップサンプリング比は２以外の値であってもよいし、パルス
整形フィルタには任意のフィルタが使用されてもよい。次に、ＧＦＤＭ変換器は、フィル
タリング後の信号を、対応するサブキャリアの周波数にマッピングする。最後に、ＧＦＤ
Ｍ変換器は、このようにして生成されたＫ個の信号を周波数多重し、ＩＦＦＴにより時間
ドメインの信号に変換することで、ＧＦＤＭ変調された信号を生成し、出力する。
【００７３】
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　以上説明した、周波数ドメインＧＦＤＭにおけるＧＦＤＭ変調を、次のような等価な行
列表現によって表すことができる。
【００７４】
【数７】

【００７５】
　なお、Ｌは、アップサンプリングにおけるアップサンプル比（即ち、オーバーサンプル
比）を表している。また、ＷＨ

ＫＭは、ＫＭ＊ＫＭのＩＦＦＴを表している。また、Ｐ（

ｋ）は、ｋ番目のサブキャリアに対応するＫＭ＊ＬＭの周波数マッピング行列を表してい
る。また、Γ（Ｌ）は、ＬＭ＊ＬＭのパルス整形フィルタのフィルタ係数行列を表してい
る。また、Ｒ（Ｌ）は、ＬＭ＊Ｍのアップサンプリング行列を表している。また、ＷＭは
、Ｍ＊ＭのＦＦＴを表している。
【００７６】
　周波数ドメインＧＦＤＭにおける変換行列ＡＦは、次式で表される。
【００７７】
【数８】

【００７８】
　ただし、ＷＨ

ＫＭ及びＷＭは常に正則であることが知られている。よって、上記数式(
８)に示した変換行列ＡＦが正則であるか非正則であるかは、次式で表される行列が正則
であるか非正則であるかに依存する。
【００７９】
【数９】

【００８０】
　周波数ドメインＧＦＤＭにおいても、単位リソースにおけるサブシンボル数及びサブキ
ャリア数が偶数である場合には、変換行列ＡＦの正則／非正則を決定付ける行列Ａ´Ｆが
非正則となり、逆行列が存在しないので受信側での復調が困難となっていた。
【００８１】
　　（２）フィルタ係数の設定
　このような事情を鑑み、本実施形態に係る基地局１００（例えば、フィルタ設定部１５
３）は、単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた
異なる規則に従って、送信信号（より詳しくは、各サブキャリアにマッピングされる周波
数ドメインの信号）に適用するフィルタ係数を設定する。以下では、奇数である場合の規
則を第１の規則とも称し、偶数である場合の規則を第２の規則とも称する。
【００８２】
　基地局１００は、プロトタイプフィルタを周波数軸上の所定位置（即ち、サンプリング
開始位置）から所定間隔（即ち、サンプリング周波数）でサンプリングした値をフィルタ
係数として設定する。そして、基地局１００は、プロトタイプフィルタをアップサンプリ
ングのオーバーサンプル比とサブシンボル数との積の数だけ等間隔でサンプリングする。
ここで、このサンプリング開始位置は、単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数
であるか奇数であるかに応じて異なる。即ち、第１の規則と第２の規則とで、サンプリン
グ開始位置が異なる。
【００８３】
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　サブシンボル数が奇数の場合のサンプリング開始位置は、デフォルトの位置である。こ
れは、サブシンボル数が奇数の場合、デフォルトの位置のままであっても、変換行列ＡＦ

が正則となり逆行列が存在するためである。なお、デフォルトの位置は、サンプリング角
周波数の周期開始位置（即ち、－π）である。
【００８４】
　一方で、サブシンボル数が偶数の場合のサンプリング開始位置は、デフォルトの位置に
オフセットを加えた位置である。オフセットが設けられることにより、変換行列ＡＦの逆
行列が存在することとなり、受信側でのゼロフォーシングによる復調が可能となる。
【００８５】
　例えば、オフセットは、プロトタイプフィルタからのサンプリングに係るサンプル周波
数の１／２に相当していてもよい。これにより、隣接する２つのサブキャリアの各々に対
応する信号の互いに重複する又は近い周波数において各々適用されるフィルタ係数の差が
最大化されるので、サブキャリア間の干渉を最も低下させることが可能となる。これによ
り、ビットエラーレートの著しい劣化が防止され、受信側での復号性能の向上が実現され
る。この点については、後に図１３を参照して詳しく説明する。
【００８６】
　以下、図９～図１３を参照して、フィルタ係数の設定について具体例を挙げながら説明
する。図９～図１３では、プロトタイプフィルタの周波数特性が図示されており、横軸は
周波数であり、縦軸は振幅値であり、サンプリングされた位置の振幅値が、フィルタ係数
として採用される。
【００８７】
　図９は、パルス整形フィルタのプロトタイプフィルタの周波数特性の一例を示す図であ
る。ここでは、一例として、パルス整形フィルタとしてＲＣフィルタが使用される例を説
明する。図９に示すように、ＲＣフィルタでは、ロールオフファクタαの値によって周波
数特性が変化する。以下では、一例としてα＝０．９であるものとする。もちろん、αの
値は０．９以外であってもよい。
【００８８】
　まず、サブシンボル数Ｍが奇数であり第１の規則が適用される場合について説明する。
サブシンボル数Ｍ＝３、オーバーサンプル比Ｌ＝２である場合、図１０に示すように、周
波数ドメインでのサンプリングにより、［０，　０．２２５，　０．７７５，　１，　０
．７７５，　０．２２５］の６つのフィルタ係数値が得られる。図中のｍの値は、サンプ
リングインデックスを示す。図１０に示すように、サンプリングは、デフォルトの位置で
ある－πから開始されている。サブキャリア数Ｋ＝２とおくと、行列Ａ´Ｆは、次式で表
現される。
【００８９】
【数１０】

【００９０】
　この行列Ａ´Ｆは、フルランクであり、ゆえに正則である。このように、サブシンボル
数Ｍが奇数である場合、受信側での復調は成功する。
【００９１】
　続いて、比較例として、サブシンボル数Ｍが偶数であり第１の規則が適用される場合に
ついて説明する。サブシンボル数Ｍ＝２、オーバーサンプル比Ｌ＝２である場合、図１１
に示すように、周波数ドメインでのサンプリングにより、［０，　０．５，　１，　０．
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５］の４つのフィルタ係数値が得られる。図１１に示すように、サンプリングは、デフォ
ルトの位置である－πから開始されている。サブキャリア数Ｋ＝２とおくと、行列Ａ´Ｆ

は、次式で表現される。
【００９２】
【数１１】

【００９３】
　この行列Ａ´Ｆは、ランクが３でありフルランクではない。従って、逆行列が存在しな
いため、受信側は復調に失敗することとなる。
【００９４】
　続いて、サブシンボル数Ｍが偶数であり第２の規則が適用される場合について説明する
。具体的には、基地局１００は、オフセット（即ち、１／２サンプル周波数）分だけずら
してサンプリングした値を、フィルタ係数として採用する。例えば、図１１に示した例に
関しては、図１２に示すように、［０．１１７，　０．８８３，　０．８８３，　０．１
１７］の４つのフィルタ係数値が得られる。図１２に示すように、サンプリングは、デフ
ォルトの位置である－πに１／２サンプル周波数に相当するオフセットを加えた位置から
開始されている。サブキャリア数Ｋ＝２とおくと、行列Ａ´Ｆは、次式で表現される。
【００９５】

【数１２】

【００９６】
　この行列Ａ´Ｆは、ランクが４でありフルランクである。従って、逆行列が存在するの
で、受信側での復調は成功する。さらに、図１３を参照して、オフセットが１／２サンプ
ル周波数であることの利点を説明する。
【００９７】
　図１３は、オフセットがサンプル周波数の１／２である場合の、隣接する２つのサブキ
ャリアに対応する信号の各々に適用されるフィルタ係数の関係を示す図である。符号３０
１は、第１のサブキャリアに対応する信号に適用されるパルス整形フィルタの、プロトタ
イプフィルタの周波数特性、及びフィルタ係数を示している。符号３０１に関する周波数
π及び－π並びにサンプリングインデックスｍの値には、下線が付されている。符号３０
２は、第１のサブキャリアに隣接する第２のサブキャリアに対応する信号に適用されるパ
ルス整形フィルタの、プロトタイプフィルタの周波数特性、及びフィルタ係数を示してい
る。符号３０２に関する周波数π及び－π並びにサンプリングインデックスｍの値には、
上線が付されている。図１３に示すように、符号３０１に示したプロトタイプフィルタと
符号３０２に示したプロトタイプフィルタは、一部の周波数が重複している。しかし、第
１又は第２のサブキャリアに対応する信号の重複する又は近い周波数において適用される
フィルタ係数は異なる。そして、第１又は第２のサブキャリアに対応する信号の重複する
又は近い周波数において各々適用されるフィルタ係数同士の差３１１及び３１２のうち小
さい方の値は、オフセットが１／２サンプル周波数である場合に最も大きくなる。このた
め、オフセットが１／２サンプル周波数である場合、サブキャリア間の干渉が最も低くな
るので、ビットエラーレートの著しい劣化が防止され、受信側での復号性能の向上が実現
される。
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【００９８】
　以上説明したように、基地局１００は、サブシンボル数が偶数であっても、第２の規則
においてサンプリング開始位置にオフセットを持たせることで、受信側での復調を成功さ
せることが可能である。
【００９９】
　以下、フィルタ係数のサンプリングに関してより詳しく説明する。
【０１００】
　パルス整形フィルタの帯域幅（即ち、２π）は、もとのサブキャリア帯域幅ｆｓｕｂを
Ｌ倍に拡大した帯域に対して適用される。即ち、次式が成り立つ。
【０１０１】
【数１３】

【０１０２】
　一方、サンプル周波数（即ち、サンプリング間隔）ｆｓは、次式に示すように、フィル
タ帯域幅をＬＭ個に分割した幅に相当する。
【０１０３】

【数１４】

【０１０４】
　よって、オフセットの１／２サンプル周波数は、次式で表される。
【０１０５】
【数１５】

【０１０６】
　例えば、Ｌ＝２、Ｍ＝２の場合、１／２サンプル周波数は、π／４である。
【０１０７】
　式（１３）を式（１５）に代入することで、この１／２サンプル周波数は、サブキャリ
ア周波数（即ち、サブキャリアの帯域幅）を用いると次式で表される。
【０１０８】
【数１６】

【０１０９】
　このように、サブシンボル数が偶数である場合のオフセット（即ち、１／２サンプル周
波数）は、サブキャリア周波数をサブシンボル数Ｍの倍数で割った値に相当する。注目す
べきは、オフセットは、オーバーサンプル比Ｌに依存せず、サブキャリア周波数及びサブ
シンボル数Ｍにのみ依存する値である点である。
【０１１０】
　以上説明した事項をまとめると、サブシンボル数が奇数の場合、プロトタイプフィルタ
からサンプリングされた、ｉ＝０，・・・，ＬＭ－１で、－π＋ｉ＊２π／ＬＭのＬＭ個
の値がフィルタ係数となる。また、サブシンボル数が偶数の場合、プロトタイプフィルタ
からサンプリングされた、ｉ＝０，・・・，ＬＭ－１で、－π＋ｉ＊２π／ＬＭ＋π／Ｌ
ＭのＬＭ個の値がフィルタ係数となる。
【０１１１】
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　　（３）処理の流れ
　以下、図１４及び図１５を参照して、送信装置における処理の流れを説明する。
【０１１２】
　図１４は、本実施形態に係る基地局１００において実行される送信処理の流れの一例を
示すフローチャートである。図１４に示すように、まず、送信処理部１５１は、サブシン
ボル数及びサブキャリア数を設定する（ステップＳ１０２）。次いで、フィルタ設定部１
５３は、サブシンボル数の設定に基づいてフィルタ係数を設定する（ステップＳ１０４）
。詳しくは、フィルタ設定部１５３は、サブシンボル数が奇数の場合は第１の規則により
、サブシンボル数が偶数の場合は第２の規則により、プロトタイプフィルタからサンプリ
ングしたフィルタ係数を設定する。次に、送信処理部１５１は、図７に示したＦＥＣ符号
化からプリコーディングまでの各処理を行った信号にＦＦＴを適用して周波数ドメインの
信号に変換する（ステップＳ１０６）。その際、送信処理部１５１は、図８を参照して上
記説明したように、入力信号をサブキャリア数Ｋ個に分割して、それぞれＭ個の複素信号
とした上で、それぞれにＦＦＴを適用して周波数ドメインに変換する。次いで、送信処理
部１５１は、各々の周波数ドメインの信号にアップサンプリングを適用し（ステップＳ１
０８）、ステップＳ１０４において設定されたフィルタ係数を用いてフィルタリングする
（ステップＳ１１０）。次に、送信処理部１５１は、フィルタリング後の各信号を、対応
するサブキャリアの周波数にマッピングして周波数多重する（ステップＳ１１２）。次い
で、送信処理部１５１は、周波数多重された信号をＩＦＦＴにより時間ドメインの信号に
変換して（ステップＳ１１４）、送信する（ステップＳ１１６）。以上により、処理は終
了する。
【０１１３】
　次いで、ステップＳ１０４における処理の流れを、図１５を参照して説明する。
【０１１４】
　図１５は、本実施形態に係る基地局１００において実行されるフィルタ係数の設定処理
の流れの一例を示すフローチャートである。図１５に示したように、まず、フィルタ設定
部１５３は、サブシンボル数が奇数であるか否かを判定する（ステップＳ２０２）。サブ
シンボル数が奇数であると判定された場合（ステップＳ２０２／ＹＥＳ）、フィルタ設定
部１５３は、プロトタイプフィルタから、ｉ＝０，・・・，ＬＭ－１で、－π＋ｉ＊２π
／ＬＭのＬＭ個の値をサンプリングして、フィルタ係数とする（ステップＳ２０４）。一
方で、サブシンボル数が偶数であると判定された場合（ステップＳ２０２／ＮＯ）、フィ
ルタ設定部１５３は、プロトタイプフィルタから、ｉ＝０，・・・，ＬＭ－１で、－π＋
ｉ＊２π／ＬＭ＋π／ＬＭのＬＭ個の値をサンプリングして、フィルタ係数とする（ステ
ップＳ２０６）。以上により、処理は終了する。
【０１１５】
　　＜４．２．受信処理＞
　続いて、図１６～図１８を参照して、受信処理に関する技術的特徴を説明する。
【０１１６】
　　（１）受信装置の構成例
　端末装置２００（例えば、受信処理部２４１）は、ＧＦＤＭ変調されて送信された信号
を受信してＧＦＤＭ復調を行う。即ち、端末装置２００は、ひとつ以上のサブキャリア又
はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブ
シンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定されて送信された信号を受信及び復調し
て、データを取得する。その際、端末装置２００は、送信側で適用されたパルス整形フィ
ルタに対応するパルス整形フィルタを適用し（即ち、フィルタ係数を乗算する）、送信側
で適用されたアップサンプリングに対応するダウンサンプリングを行う。
【０１１７】
　とりわけ、本実施形態に係る端末装置２００は、周波数ドメインＧＦＤＭの枠組みにお
いて、ＧＦＤＭ復調を行う。即ち、端末装置２００は、周波数ドメインでフィルタ係数を
用いてフィルタリングを行い、その後ダウンサンプリングを適用する。これにより、少な
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い計算量でＧＦＤＭ復調を行うことが可能となる。
【０１１８】
　以下、図１６及び図１７を参照しながら、周波数ドメインＧＦＤＭの枠組みにおいて行
われる、ＧＦＤＭ復調を伴う受信処理について説明する。
【０１１９】
　図１６は、受信装置（即ち、端末装置２００）の構成例を示すブロック図である。受信
装置は、アンテナにより受信された信号に対し、アナログＦＥによる信号処理を行い、Ｇ
ＦＤＭ復調を行う。ＧＦＤＭ復調器においては、受信装置は、受信したシンボルから元の
データを取り出すための処理を行う。そのためには、ＧＦＤＭ復調器は、送信に用いられ
たＧＦＤＭの変換行列Ａに対する整合フィルタ受信となるＡの共役転置行列ＡＨを乗じる
回路、ゼロフォース受信となる逆行列Ａ－１を掛け合わせる回路、あるいは、ＭＭＳＥ（
Minimum　Mean　Square　Error）受信回路などであってもよい。その後、受信装置は、Ｍ
ＩＭＯ等化、送信レイヤのデマッピングを行う。その後、受信装置は、受信データごとに
デインタリービング、デスクランブリング、レートマッチング及びＦＥＣ復号化を行い、
データを出力する。
【０１２０】
　なお、アナログＦＥは無線通信部２２０に相当してもよく、アンテナはアンテナ部２１
０に相当してもよく、その他の構成要素は受信処理部２４１に相当してもよい。もちろん
、その他の任意の対応関係も許容される。
【０１２１】
　続いて、図１７を参照して、図１６に示したＧＦＤＭ復調器について詳細に説明する。
【０１２２】
　図１７は、周波数ドメインＧＦＤＭにおけるＧＦＤＭ復調器の構成の一例を示すブロッ
ク図である。図１７に示すように、ＧＦＤＭ復調器は、受信したＧＦＤＭコードワードに
ＦＦＴを適用して周波数ドメインに変換する。次いで、ＧＦＤＭ復調器は、送信処理と同
様に、Ｋ個のサブバンドごとにパルス整形フィルタを適用する。パルス整形フィルタのフ
ィルタ係数の設定については、後に詳しく説明する。次に、ＧＦＤＭ復調器は、送信側で
のアップサンプリングと同一のオーバーサンプル比を用いてダウンサンプリングを行う。
そして、ＧＦＤＭ復調器は、このようにして得られたＫ個の信号にＩＦＦＴを適用して連
結したデータを出力する。
【０１２３】
　　（２）フィルタ係数の設定
　本実施形態に係る端末装置２００（例えば、フィルタ設定部２４３）は、送信側と同様
にしてフィルタ係数を設定する。より詳しくは、端末装置２００は、ＧＦＤＭ変調されて
送信された信号に適用するフィルタ係数を、単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って設定する。奇数である場合の規則
は送信側と同様に第１の規則であり、偶数である場合の規則は送信側と同様に第２の規則
である。このように、端末装置２００は、送信側と同様の規則によりフィルタリングを行
うことで、ＧＦＤＭ復調を適切に行うことが可能となる。
【０１２４】
　　（３）処理の流れ
　以下、図１８を参照して、受信装置における処理の流れを説明する。
【０１２５】
　図１８は、本実施形態に係る端末装置２００において実行される受信処理の流れの一例
を示すフローチャートである。図１８に示すように、まず、受信処理部２４１は、サブシ
ンボル数及びサブキャリア数を設定する（ステップＳ３０２）。この設定内容は送信側と
同一であり、例えばシステム１内で共通のものが用いられる、又は送信側から通知される
。次いで、フィルタ設定部２４３は、サブシンボル数の設定に基づいてフィルタ係数を設
定する（ステップＳ３０４）。詳しくは、フィルタ設定部２４３は、サブシンボル数が奇
数の場合は第１の規則により、サブシンボル数が偶数の場合は第２の規則により、プロト
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タイプフィルタからサンプリングしたフィルタ係数を設定する。次に、受信処理部２４１
は、受信信号にＦＦＴを適用して周波数ドメインに変換する（ステップＳ３０６）。次い
で、受信処理部２４１は、各サブキャリアに対応する周波数ドメインの信号を、ステップ
Ｓ３０４において設定されたフィルタ係数を用いてフィルタリングする（ステップＳ３０
８）。次に、受信処理部２４１は、フィルタリングされた各信号をダウンサンプリングし
て（ステップＳ３１０）、ダウンサンプリングされた信号を対応する周波数にマッピング
して周波数多重する（ステップＳ３１２）。次いで、受信処理部２４１は、周波数多重さ
れた信号をＩＦＦＴにより時間ドメインの信号に変換して（ステップＳ３１４）、図１６
に示したＭＩＭＯ等化からＦＥＣ復号化までの各処理を行って、復号データを出力する（
ステップＳ３１６）。以上により、処理は終了する。
【０１２６】
　＜＜５．シミュレーション結果＞＞
　以下、図１９～図２１を参照して、本実施形態に係る基地局１００及び端末装置２００
に関するシミュレーション結果を参照しながら、本実施形態に係るＧＦＤＭ変調の効果を
説明する。
【０１２７】
　図１９は、サブシンボル数が偶数であっても奇数であっても第１の規則が採用される場
合の行列Ａ´Ｆの行列式ｄｅｔ（Ａ´Ｆ）の値を示す図である。図１９では、サブシンボ
ル数Ｍ及びサブキャリア数Ｋを、それぞれ２から１０まで変化させた場合の様子を示して
いる。行列式の値がゼロである箇所には、×印が記されている。
【０１２８】
　一般的に、行列の非正則性は、その行列式の値により評価することが可能である。具体
的には、行列式の値がゼロになる場合、当該行列は非正則であり、行列式の値がゼロにな
らない場合、当該行列は正則である。
【０１２９】
　図１９に示すように、サブシンボル数及びサブキャリア数が共に偶数の場合、行列式の
値が０となっており、逆行列が存在しないことが分かる。よって、サブシンボル数が偶数
であっても奇数であっても第１の規則が採用される場合、受信側は復調に失敗することと
なる。
【０１３０】
　図２０は、サブシンボル数が奇数の場合に第１の規則が採用され、サブシンボル数が偶
数の場合に第２の規則が採用される場合の行列Ａ´Ｆの行列式ｄｅｔ（Ａ´Ｆ）の値を示
す図である。図２０では、サブシンボル数Ｍ及びサブキャリア数Ｋを、それぞれ２から１
０まで変化させた場合の様子を示している。
【０１３１】
　図２０に示すように、×印が記されている箇所はない。即ち、サブシンボル数及びサブ
キャリア数のどの組み合わせにおいても行列式の値はゼロではなく、行列Ａ´Ｆに逆行列
が存在することが分かる。特に、図１９においては×印が記されていた、サブシンボル数
及びサブキャリア数が共に偶数の場合であっても、図２０においては行列式の値はゼロで
はなく、行列Ａ´Ｆに逆行列が存在することが分かる。即ち、本実施形態に係るＧＦＤＭ
変調では、サブシンボル数が偶数であっても、受信側での復調を成功させることが可能で
ある。
【０１３２】
　さらに、サブシンボル数及びサブキャリア数が共に偶数である場合の行列式の値は、サ
ブキャリア数方向で又はサブシンボル数方向で隣接する他の行列式の値の中間の値となっ
ている。言い換えれば、サブシンボル数が増加するほど、又はサブシンボル数が増加する
ほど行列式の値が単調減少しており、且つ、凸凹はない。このことは、第２の規則が妥当
性を有することの証左である。
【０１３３】
　図２１は、本実施形態に係るＧＦＤＭ変調が適用された信号の、Ｅｂ／Ｎｏに対するビ
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ットエラーレートの一例を示す図である。図２１では、比較のため、サブシンボル数及び
サブキャリア数が共に偶数（サブシンボル数Ｍ＝４、サブキャリア数Ｋ＝４）である場合
の例と、サブシンボル数が奇数（サブシンボル数Ｍ＝５、サブキャリア数Ｋ＝４）である
場合の例とを示した。なお、シンボルマッピング方式はＱＰＳＫであり、パルス整形フィ
ルタはＲＣフィルタであり、ロールオフファクタα＝０．５であり、オーバーサンプル比
Ｌ＝２である。このように、サブシンボル数Ｍが偶数である場合でも、奇数である場合と
比較してビットエラーレートに著しい劣化は認められないので、復調可能であり、且つ十
分なビットエラーレートが実現されていることが確認される。
【０１３４】
　＜＜６．応用例＞＞
　本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局１００は、マクロ
ｅＮＢ又はスモールｅＮＢなどのいずれかの種類のｅＮＢ（evolved　Node　B）として実
現されてもよい。スモールｅＮＢは、ピコｅＮＢ、マイクロｅＮＢ又はホーム（フェムト
）ｅＮＢなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするｅＮＢであってよい。その代
わりに、基地局１００は、ＮｏｄｅＢ又はＢＴＳ（Base　Transceiver　Station）などの
他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局１００は、無線通信を制御する本体（
基地局装置ともいう）と、本体とは別の場所に配置される１つ以上のＲＲＨ（Remote　Ra
dio　Head）とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続
的に基地局機能を実行することにより、基地局１００として動作してもよい。さらに、基
地局１００の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュー
ルにおいて実現されてもよい。
【０１３５】
　また、例えば、端末装置２００は、スマートフォン、タブレットＰＣ（Personal　Comp
uter）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末、携帯型／ドングル型のモバイルルータ若しくは
デジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として
実現されてもよい。また、端末装置２００は、Ｍ２Ｍ（Machine　To　Machine）通信を行
う端末（ＭＴＣ（Machine　Type　Communication）端末ともいう）として実現されてもよ
い。さらに、端末装置２００の少なくとも一部の構成要素は、これら端末に搭載されるモ
ジュール（例えば、１つのダイで構成される集積回路モジュール）において実現されても
よい。
【０１３６】
　　＜６．１．基地局に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図２２は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８００は、１つ以上のアンテナ８１０、及び基地局装置８２０を
有する。各アンテナ８１０及び基地局装置８２０は、ＲＦケーブルを介して互いに接続さ
れ得る。
【０１３７】
　アンテナ８１０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、基地局装置８２０による無線信号の送受信のた
めに使用される。ｅＮＢ８００は、図２２に示したように複数のアンテナ８１０を有し、
複数のアンテナ８１０は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対
応してもよい。なお、図２２にはｅＮＢ８００が複数のアンテナ８１０を有する例を示し
たが、ｅＮＢ８００は単一のアンテナ８１０を有してもよい。
【０１３８】
　基地局装置８２０は、コントローラ８２１、メモリ８２２、ネットワークインタフェー
ス８２３及び無線通信インタフェース８２５を備える。
【０１３９】
　コントローラ８２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局装置８２０の上
位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ８２１は、無線通信インタフ
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ェース８２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパ
ケットをネットワークインタフェース８２３を介して転送する。コントローラ８２１は、
複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパ
ケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ８
２１は、無線リソース管理（Radio　Resource　Control）、無線ベアラ制御（Radio　Bea
rer　Control）、移動性管理（Mobility　Management）、流入制御（Admission　Control
）又はスケジューリング（Scheduling）などの制御を実行する論理的な機能を有してもよ
い。また、当該制御は、周辺のｅＮＢ又はコアネットワークノードと連携して実行されて
もよい。メモリ８２２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、コントローラ８２１により実行され
るプログラム、及び様々な制御データ（例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジ
ューリングデータなど）を記憶する。
【０１４０】
　ネットワークインタフェース８２３は、基地局装置８２０をコアネットワーク８２４に
接続するための通信インタフェースである。コントローラ８２１は、ネットワークインタ
フェース８２３を介して、コアネットワークノード又は他のｅＮＢと通信してもよい。そ
の場合に、ｅＮＢ８００と、コアネットワークノード又は他のｅＮＢとは、論理的なイン
タフェース（例えば、Ｓ１インタフェース又はＸ２インタフェース）により互いに接続さ
れてもよい。ネットワークインタフェース８２３は、有線通信インタフェースであっても
よく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワ
ークインタフェース８２３が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフ
ェース８２３は、無線通信インタフェース８２５により使用される周波数帯域よりもより
高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
【０１４１】
　無線通信インタフェース８２５は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）又はＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ８１０を介し
て、ｅＮＢ８００のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８２５は、典型的には、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ８２６及びＲＦ回路８２７な
どを含み得る。ＢＢプロセッサ８２６は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化
／逆多重化などを行なってよく、各レイヤ（例えば、Ｌ１、ＭＡＣ（Medium　Access　Co
ntrol）、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）及びＰＤＣＰ（Packet　Data　Convergence　
Protocol））の様々な信号処理を実行する。ＢＢプロセッサ８２６は、コントローラ８２
１の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。ＢＢプロセッサ８
２６は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及
び関連する回路を含むモジュールであってもよく、ＢＢプロセッサ８２６の機能は、上記
プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基
地局装置８２０のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上
記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、ＲＦ回路８２
７は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８１０を介して無線信
号を送受信する。
【０１４２】
　無線通信インタフェース８２５は、図２２に示したように複数のＢＢプロセッサ８２６
を含み、複数のＢＢプロセッサ８２６は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯
域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース８２５は、図２２に示した
ように複数のＲＦ回路８２７を含み、複数のＲＦ回路８２７は、例えば複数のアンテナ素
子にそれぞれ対応してもよい。なお、図２２には無線通信インタフェース８２５が複数の
ＢＢプロセッサ８２６及び複数のＲＦ回路８２７を含む例を示したが、無線通信インタフ
ェース８２５は単一のＢＢプロセッサ８２６又は単一のＲＦ回路８２７を含んでもよい。
【０１４３】
　図２２に示したｅＮＢ８００において、図５を参照して説明した処理部１５０に含まれ
る１つ以上の構成要素（送信処理部１５１及び／又はフィルタ設定部１５３）は、無線通
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信インタフェース８２５において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少な
くとも一部は、コントローラ８２１において実装されてもよい。一例として、ｅＮＢ８０
０は、無線通信インタフェース８２５の一部（例えば、ＢＢプロセッサ８２６）若しくは
全部、及び／又はコントローラ８２１を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおい
て上記１つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセ
ッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム（換言すると、プロセ
ッサに上記１つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム）を記憶し、当該プ
ログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として
機能させるためのプログラムがｅＮＢ８００にインストールされ、無線通信インタフェー
ス８２５（例えば、ＢＢプロセッサ８２６）及び／又はコントローラ８２１が当該プログ
ラムを実行してもよい。以上のように、上記１つ以上の構成要素を備える装置としてｅＮ
Ｂ８００、基地局装置８２０又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記
１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記
プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
【０１４４】
　また、図２２に示したｅＮＢ８００において、図５を参照して説明した無線通信部１２
０は、無線通信インタフェース８２５（例えば、ＲＦ回路８２７）において実装されても
よい。また、アンテナ部１１０は、アンテナ８１０において実装されてもよい。また、ネ
ットワーク通信部１３０は、コントローラ８２１及び／又はネットワークインタフェース
８２３において実装されてもよい。また、記憶部１４０は、メモリ８２２において実装さ
れてもよい。
【０１４５】
　（第２の応用例）
　図２３は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８３０は、１つ以上のアンテナ８４０、基地局装置８５０、及び
ＲＲＨ８６０を有する。各アンテナ８４０及びＲＲＨ８６０は、ＲＦケーブルを介して互
いに接続され得る。また、基地局装置８５０及びＲＲＨ８６０は、光ファイバケーブルな
どの高速回線で互いに接続され得る。
【０１４６】
　アンテナ８４０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、ＲＲＨ８６０による無線信号の送受信のために
使用される。ｅＮＢ８３０は、図２３に示したように複数のアンテナ８４０を有し、複数
のアンテナ８４０は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応し
てもよい。なお、図２３にはｅＮＢ８３０が複数のアンテナ８４０を有する例を示したが
、ｅＮＢ８３０は単一のアンテナ８４０を有してもよい。
【０１４７】
　基地局装置８５０は、コントローラ８５１、メモリ８５２、ネットワークインタフェー
ス８５３、無線通信インタフェース８５５及び接続インタフェース８５７を備える。コン
トローラ８５１、メモリ８５２及びネットワークインタフェース８５３は、図２２を参照
して説明したコントローラ８２１、メモリ８２２及びネットワークインタフェース８２３
と同様のものである。
【０１４８】
　無線通信インタフェース８５５は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、ＲＲＨ８６０及びアンテナ８４０を介して、ＲＲＨ
８６０に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８５５は、典型的には、ＢＢプロセッサ８５６などを含み得る。ＢＢプロセッサ８５６
は、接続インタフェース８５７を介してＲＲＨ８６０のＲＦ回路８６４と接続されること
を除き、図２２を参照して説明したＢＢプロセッサ８２６と同様のものである。無線通信
インタフェース８５５は、図２３に示したように複数のＢＢプロセッサ８５６を含み、複
数のＢＢプロセッサ８５６は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞ
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れ対応してもよい。なお、図２３には無線通信インタフェース８５５が複数のＢＢプロセ
ッサ８５６を含む例を示したが、無線通信インタフェース８５５は単一のＢＢプロセッサ
８５６を含んでもよい。
【０１４９】
　接続インタフェース８５７は、基地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）を
ＲＲＨ８６０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８５７は、基
地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）とＲＲＨ８６０とを接続する上記高速
回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０１５０】
　また、ＲＲＨ８６０は、接続インタフェース８６１及び無線通信インタフェース８６３
を備える。
【０１５１】
　接続インタフェース８６１は、ＲＲＨ８６０（無線通信インタフェース８６３）を基地
局装置８５０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８６１は、上
記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０１５２】
　無線通信インタフェース８６３は、アンテナ８４０を介して無線信号を送受信する。無
線通信インタフェース８６３は、典型的には、ＲＦ回路８６４などを含み得る。ＲＦ回路
８６４は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８４０を介して無
線信号を送受信する。無線通信インタフェース８６３は、図２３に示したように複数のＲ
Ｆ回路８６４を含み、複数のＲＦ回路８６４は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対
応してもよい。なお、図２３には無線通信インタフェース８６３が複数のＲＦ回路８６４
を含む例を示したが、無線通信インタフェース８６３は単一のＲＦ回路８６４を含んでも
よい。
【０１５３】
　図２３に示したｅＮＢ８３０において、図５を参照して説明した処理部１５０に含まれ
る１つ以上の構成要素（送信処理部１５１及び／又はフィルタ設定部１５３）は、無線通
信インタフェース８５５及び／又は無線通信インタフェース８６３において実装されても
よい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ８５１において実
装されてもよい。一例として、ｅＮＢ８３０は、無線通信インタフェース８５５の一部（
例えば、ＢＢプロセッサ８５６）若しくは全部、及び／又はコントローラ８５１を含むモ
ジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記１つ以上の構成要素が実装されてもよい
。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させ
るためのプログラム（換言すると、プロセッサに上記１つ以上の構成要素の動作を実行さ
せるためのプログラム）を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プ
ロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがｅＮＢ８３０に
インストールされ、無線通信インタフェース８５５（例えば、ＢＢプロセッサ８５６）及
び／又はコントローラ８５１が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記１
つ以上の構成要素を備える装置としてｅＮＢ８３０、基地局装置８５０又は上記モジュー
ルが提供されてもよく、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプ
ログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体
が提供されてもよい。
【０１５４】
　また、図２３に示したｅＮＢ８３０において、例えば、図５を参照して説明した無線通
信部１２０は、無線通信インタフェース８６３（例えば、ＲＦ回路８６４）において実装
されてもよい。また、アンテナ部１１０は、アンテナ８４０において実装されてもよい。
また、ネットワーク通信部１３０は、コントローラ８５１及び／又はネットワークインタ
フェース８５３において実装されてもよい。また、記憶部１４０は、メモリ８５２におい
て実装されてもよい。
【０１５５】
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　　＜６．２．端末装置に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図２４は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン９００の概略的な構成の一
例を示すブロック図である。スマートフォン９００は、プロセッサ９０１、メモリ９０２
、ストレージ９０３、外部接続インタフェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マ
イクロフォン９０８、入力デバイス９０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線
通信インタフェース９１２、１つ以上のアンテナスイッチ９１５、１つ以上のアンテナ９
１６、バス９１７、バッテリー９１８及び補助コントローラ９１９を備える。
【０１５６】
　プロセッサ９０１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（System　on　Chip）であってよく、ス
マートフォン９００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メ
モリ９０２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、プロセッサ９０１により実行されるプログラム
及びデータを記憶する。ストレージ９０３は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記
憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース９０４は、メモリーカード又はＵＳＢ（Univ
ersal　Serial　Bus）デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン９００へ接続する
ためのインタフェースである。
【０１５７】
　カメラ９０６は、例えば、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）又はＣＭＯＳ（Complem
entary　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。
センサ９０７は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサ
などのセンサ群を含み得る。マイクロフォン９０８は、スマートフォン９００へ入力され
る音声を音声信号へ変換する。入力デバイス９０９は、例えば、表示デバイス９１０の画
面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチ
などを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９１０は、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの画面を
有し、スマートフォン９００の出力画像を表示する。スピーカ９１１は、スマートフォン
９００から出力される音声信号を音声に変換する。
【０１５８】
　無線通信インタフェース９１２は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９１
２は、典型的には、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９１３は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９１４は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９１６を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９１２は、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９１２は、図２４
に示したように複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
なお、図２４には無線通信インタフェース９１２が複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数
のＲＦ回路９１４を含む例を示したが、無線通信インタフェース９１２は単一のＢＢプロ
セッサ９１３又は単一のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０１５９】
　さらに、無線通信インタフェース９１２は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）方式などの他の種類
の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ
９１３及びＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０１６０】
　アンテナスイッチ９１５の各々は、無線通信インタフェース９１２に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９１６の接続先を切り替
える。
【０１６１】
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　アンテナ９１６の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９１２による無線信号
の送受信のために使用される。スマートフォン９００は、図２４に示したように複数のア
ンテナ９１６を有してもよい。なお、図２４にはスマートフォン９００が複数のアンテナ
９１６を有する例を示したが、スマートフォン９００は単一のアンテナ９１６を有しても
よい。
【０１６２】
　さらに、スマートフォン９００は、無線通信方式ごとにアンテナ９１６を備えてもよい
。その場合に、アンテナスイッチ９１５は、スマートフォン９００の構成から省略されて
もよい。
【０１６３】
　バス９１７は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、ストレージ９０３、外部接続インタ
フェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マイクロフォン９０８、入力デバイス９
０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線通信インタフェース９１２及び補助コ
ントローラ９１９を互いに接続する。バッテリー９１８は、図中に破線で部分的に示した
給電ラインを介して、図２４に示したスマートフォン９００の各ブロックへ電力を供給す
る。補助コントローラ９１９は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン９０
０の必要最低限の機能を動作させる。
【０１６４】
　図２４に示したスマートフォン９００において、図６を参照して説明した処理部２４０
に含まれる１つ以上の構成要素（受信処理部２４１及び／又はフィルタ設定部２４３）は
、無線通信インタフェース９１２において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要
素の少なくとも一部は、プロセッサ９０１又は補助コントローラ９１９において実装され
てもよい。一例として、スマートフォン９００は、無線通信インタフェース９１２の一部
（例えば、ＢＢプロセッサ９１３）若しくは全部、プロセッサ９０１、及び／又は補助コ
ントローラ９１９を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記１つ以上の構
成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記１つ以上
の構成要素として機能させるためのプログラム（換言すると、プロセッサに上記１つ以上
の構成要素の動作を実行させるためのプログラム）を記憶し、当該プログラムを実行して
もよい。別の例として、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプ
ログラムがスマートフォン９００にインストールされ、無線通信インタフェース９１２（
例えば、ＢＢプロセッサ９１３）、プロセッサ９０１、及び／又は補助コントローラ９１
９が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記１つ以上の構成要素を備える
装置としてスマートフォン９００又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを
上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、
上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
【０１６５】
　また、図２４に示したスマートフォン９００において、例えば、図６を参照して説明し
た無線通信部２２０は、無線通信インタフェース９１２（例えば、ＲＦ回路９１４）にお
いて実装されてもよい。また、アンテナ部２１０は、アンテナ９１６において実装されて
もよい。また、記憶部２３０は、メモリ９０２において実装されてもよい。
【０１６６】
　（第２の応用例）
　図２５は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置９２０の概略的な
構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置９２０は、プロセッサ９２
１、メモリ９２２、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）モジュール９２４、センサ
９２５、データインタフェース９２６、コンテンツプレーヤ９２７、記憶媒体インタフェ
ース９２８、入力デバイス９２９、表示デバイス９３０、スピーカ９３１、無線通信イン
タフェース９３３、１つ以上のアンテナスイッチ９３６、１つ以上のアンテナ９３７及び
バッテリー９３８を備える。
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【０１６７】
　プロセッサ９２１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってよく、カーナビゲーション装置
９２０のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ９２２は、ＲＡＭ及び
ＲＯＭを含み、プロセッサ９２１により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
【０１６８】
　ＧＰＳモジュール９２４は、ＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビ
ゲーション装置９２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ９２５
は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。
データインタフェース９２６は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク９４
１に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
【０１６９】
　コンテンツプレーヤ９２７は、記憶媒体インタフェース９２８に挿入される記憶媒体（
例えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス９２９
は、例えば、表示デバイス９３０の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又
はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９３
０は、ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生
されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ９３１は、ナビゲーション機能又は再生さ
れるコンテンツの音声を出力する。
【０１７０】
　無線通信インタフェース９３３は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９３
３は、典型的には、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９３４は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９３５は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９３７を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９３３は、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９３３は、図２５
に示したように複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
なお、図２５には無線通信インタフェース９３３が複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数
のＲＦ回路９３５を含む例を示したが、無線通信インタフェース９３３は単一のＢＢプロ
セッサ９３４又は単一のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
【０１７１】
　さらに、無線通信インタフェース９３３は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式などの他の種類の無線通信方式をサポート
してもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５
を含んでもよい。
【０１７２】
　アンテナスイッチ９３６の各々は、無線通信インタフェース９３３に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９３７の接続先を切り替
える。
【０１７３】
　アンテナ９３７の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９３３による無線信号
の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置９２０は、図２５に示したように
複数のアンテナ９３７を有してもよい。なお、図２５にはカーナビゲーション装置９２０
が複数のアンテナ９３７を有する例を示したが、カーナビゲーション装置９２０は単一の
アンテナ９３７を有してもよい。
【０１７４】
　さらに、カーナビゲーション装置９２０は、無線通信方式ごとにアンテナ９３７を備え
てもよい。その場合に、アンテナスイッチ９３６は、カーナビゲーション装置９２０の構
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成から省略されてもよい。
【０１７５】
　バッテリー９３８は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図２５に示し
たカーナビゲーション装置９２０の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー９３
８は、車両側から給電される電力を蓄積する。
【０１７６】
　図２５に示したカーナビゲーション装置９２０において、図６を参照して説明した処理
部２４０に含まれる１つ以上の構成要素（受信処理部２４１及び／又はフィルタ設定部２
４３）は、無線通信インタフェース９３３において実装されてもよい。あるいは、これら
の構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ９２１において実装されてもよい。一例とし
て、カーナビゲーション装置９２０は、無線通信インタフェース９３３の一部（例えば、
ＢＢプロセッサ９３４）若しくは全部及び／又はプロセッサ９２１を含むモジュールを搭
載し、当該モジュールにおいて上記１つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に
、上記モジュールは、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプロ
グラム（換言すると、プロセッサに上記１つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプ
ログラム）を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上
記１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置９２
０にインストールされ、無線通信インタフェース９３３（例えば、ＢＢプロセッサ９３４
）及び／又はプロセッサ９２１が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記
１つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置９２０又は上記モジュー
ルが提供されてもよく、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプ
ログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体
が提供されてもよい。
【０１７７】
　また、図２５に示したカーナビゲーション装置９２０において、例えば、図６を参照し
て説明した無線通信部２２０は、無線通信インタフェース９３３（例えば、ＲＦ回路９３
５）において実装されてもよい。また、アンテナ部２１０は、アンテナ９３７において実
装されてもよい。また、記憶部２３０は、メモリ９２２において実装されてもよい。
【０１７８】
　また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置９２０の１つ以上のブロ
ックと、車載ネットワーク９４１と、車両側モジュール９４２とを含む車載システム（又
は車両）９４０として実現されてもよい。即ち、受信処理部２４１及びフィルタ設定部２
４３を備える装置として車載システム（又は車両）９４０が提供されてもよい。車両側モ
ジュール９４２は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生
成したデータを車載ネットワーク９４１へ出力する。
【０１７９】
　＜＜７．まとめ＞＞
　以上、図１～図２５を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説
明したように、本実施形態に係る送信装置は、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上
のサブシンボルから成る単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数
の少なくともいずれかを可変に設定し、単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数
であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って適用するフィルタ係数を設定する。こ
れにより、サブシンボル数が偶数であっても奇数であっても、パルス整形フィルタの周波
数特性を変更せずともＧＦＤＭの変換行列が常に正則となる。そのため、変換行列の逆行
列が存在することとなるので、受信側でのゼロフォーシングによる復調が可能となる。さ
らに、サンプル周波数の１／２に相当するオフセットを持たせてプロトタイプフィルタか
らフィルタ係数をサンプリングすることにより、サブシンボル数が偶数であっても、著し
いビットエラーレートの劣化を防止することが可能となる。このようにして、サブシンボ
ル数を奇数にするというリソース設定の制限を解除しても、受信側での復調を成功させる
ことが可能となる。
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【０１８０】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１８１】
　例えば、上記実施形態では、基地局１００が送信装置であり端末装置２００が受信装置
である例を説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、端末装置２００が送
信装置で、基地局１００が受信装置であってもよい。その場合、処理部２４０が送信処理
部１５１及びフィルタ設定部１５３としての機能を有し、処理部１５０が受信処理部２４
１及びフィルタ設定部２４３としての機能を有することとなる。他にもＤ２Ｄ（Device　
to　Device）通信を考慮すれば、送信装置及び受信装置が共に端末装置２００であっても
よい。
【０１８２】
　また、本明細書においてフローチャートを用いて説明した処理は、必ずしも図示された
順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。
また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよ
い。図７、及び図１６に示した信号処理の各種ブロックの順序に関しても同様である。
【０１８３】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１８４】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定し、前記
単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規
則に従って適用するフィルタ係数を設定する処理部、
を備える、装置。
（２）
　前記処理部は、プロトタイプフィルタを周波数軸上の所定位置から所定間隔でサンプリ
ングした値を前記フィルタ係数として設定し、
　前記所定位置は、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数で
あるかに応じて異なる、前記（１）に記載の装置。
（３）
　前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数の場合の前記所定位置は、デフォ
ルトの位置にオフセットを加えた位置である、前記（２）に記載の装置。
（４）
　前記オフセットは、サブキャリア周波数をサブシンボルの数の倍数で割った値に相当す
る、前記（３）に記載の装置。
（５）
　前記オフセットは、サンプル周波数の１／２に相当する、前記（３）に記載の装置。
（６）
　前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が奇数の場合の前記所定位置は、デフォ
ルトの位置である、前記（２）～（５）のいずれか一項に記載の装置。
（７）
　前記デフォルトの位置は、サンプリング角周波数の周期開始位置である、前記（３）～
（６）のいずれか一項に記載の装置。
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（８）
　前記処理部は、周波数ドメインでアップサンプリングを適用し、前記アップサンプリン
グより後に前記フィルタ係数を用いてフィルタリングする、前記（１）～（７）のいずれ
か一項に記載の装置。
（９）
　前記アップサンプリングでのオーバーサンプル比は２である、前記（８）に記載の装置
。
（１０）
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定され送信
された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って設定する処理部、
を備える、装置。
（１１）
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定し、前記
単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規
則に従って適用するフィルタ係数をプロセッサにより設定すること、
を含む方法。
（１２）
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定され送信
された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従ってプロセッサにより設定すること、
を含む方法。
（１３）
　コンピュータを、
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定し、前記
単位リソースに含まれるサブシンボルの数が偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規
則に従って適用するフィルタ係数を設定する処理部、
として機能させるためのプログラム。
（１４）
　コンピュータを、
　ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースに含ま
れるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかが可変に設定され送信
された信号に適用するフィルタ係数を、前記単位リソースに含まれるサブシンボルの数が
偶数であるか奇数であるかに応じた異なる規則に従って設定する処理部、
として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１８５】
　１　　システム
　１００　　基地局
　１１０　　アンテナ部
　１２０　　無線通信部
　１３０　　ネットワーク通信部
　１４０　　記憶部
　１５０　　処理部
　１５１　　送信処理部
　１５３　　フィルタ設定部



(29) JP 6828694 B2 2021.2.10

　２００　　端末装置
　２１０　　アンテナ部
　２２０　　無線通信部
　２３０　　記憶部
　２４０　　処理部
　２４１　　受信処理部
　２４３　　フィルタ設定部

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】

【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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